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加
賀
藩
に
お
け
る
渡
来
朝
鮮
人
の
問
題
は
新
し
い
研
究
課
題
で
あ
る
。

近
年
、
日
本
海
側
の
歴
史
と
文
化
の
再
評
価
が
試
み
ら
れ
、
前
近
代
に
お
い

て
日
本
海
は
、
表
玄
関
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
、

そ
れ
と
と
も
に
、
加
賀
・
能
登
と
ア
ジ
ア
大
陸
の
歴
史
的
緊
密
性
が
強
調
さ
れ
、

双
方
の
文
化
的
交
流
の
諸
事
実
に
関
し
て
も
、
考
古
学
。
歴
史
学
な
ら
び
に
民

俗
学
な
ど
の
諸
分
野
で
、
時
に
は
個
別
的
に
、
時
に
は
総
合
的
に
検
討
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
諸
成
果
が
公
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
学
問
研
究
の

新
展
開
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
賀
藩
政
期
の
外
国
文
化
と
い
う
点
に
な
る
と
、

わ
ず
か
に
郷
土
史
家
に
一
、
二
の
論
稿
が
あ
る
の
み
で
、
い
ま
だ
に
未
開
拓
の

分
野
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
本
格
的
な
実
証
的
研
究
を
待
ち
受
け
て
い

る
、
と
い
う
の
が
偽
ら
ぬ
現
状
で
あ
ろ
う
。

本
研
究
会
は
、
一
つ
に
は
加
賀
藩
の
中
の
渡
来
朝
鮮
人
の
問
題
と
い
う
、
加

賀
・
能
登
の
歴
史
と
文
化
に
関
す
る
研
究
上
の
空
白
期
を
埋
め
る
た
め
に
組
織

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
稿
で
は
、
い
ま
ま
で
に
あ
ま
り
学
問
的
研
究
の

対
象
と
な
ら
ず
、
か
つ
世
人
の
目
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
近

加

賀
藩
に
お
け
る
渡
来
朝
鮮
人

は
じ
め
に

秀
吉
の
派
遣
し
た
日
本
軍
は
、
朝
鮮
に
進
軍
す
る
と
、
数
多
の
朝
鮮
人
を
戦

陣
で
捕
虜
に
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
婦
女
子
ま
で
も
拉
致
し
、
各
地
で
「
奴
隷

狩
り
」
を
敢
行
し
、
彼
等
を
日
本
の
地
に
連
行
し
た
。

日
本
に
連
行
さ
れ
た
朝
鮮
の
人
び
と
の
中
に
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
階
層

・
身
分
の
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
実
数
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、

男
女
合
わ
せ
て
無
慮
数
万
人
を
超
え
る
人
数
で
あ
っ
た
と
見
倣
し
て
よ
か
ろ
う
。

彼
等
の
多
く
は
、
長
崎
や
平
戸
そ
の
他
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
な
ど
に
よ
り

世
初
期
の
加
賀
藩
に
お
け
る
渡
来
朝
鮮
人
に
関
す
る
基
礎
的
史
料
を
整
理
し
て

提
供
し
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
若
干
の
吟

味
検
討
を
加
え
、
将
来
の
研
究
の
深
化
に
資
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
地

域
史
の
中
の
ア
ジ
ア
を
発
掘
す
る
と
い
う
現
今
歴
史
学
の
一
課
題
に
迫
る
学
問

的
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
百
万
石
意
識
に
み
ら
れ
る
金
沢
人

の
外
国
観
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
観
の
あ
り
方
を
究
明
し
、
真
の
国
際
都
市
・
金

沢
の
将
来
像
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
け
っ
し
て
無
駄
な
試
み
で
は
な
か
ろ
う

と
思
う
。

一
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
と
前
田
利
家

笠片

合
眉
揃
俵
（
第
一
節
・
第
三
節
）

什
汁
賊
測
一
（
第
二
節
・
史
料
集
）
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己
口
画
唖
璃
１

及
び
藩
祖
利
家
が
こ
の
出
兵
・
戦
争
を
歓
迎
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
以
上
の

二
点
を
、
こ
れ
か
ら
の
検
討
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
確
認
し
て
お
く
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

〔
別
表
Ｉ
〕
加
賀
藩
に
お
け
る
渡
来
朝
鮮
人
一
覧

二
来
藩
し
た
朝
鮮
の
人
び
と

秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
よ
っ
て
日
本
に
強
制
連
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
加
賀
藩
に

渡
来
し
、
こ
の
地
に
定
住
す
る
に
至
っ
た
朝
鮮
人
の
人
名
・
経
歴
あ
る
い
は
事

績
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
藩
政
時
代
の
文
献
史
料
に
散
見
す
る
。

い
ま
考
察
の
便
宜
上
、
こ
れ
を
一
覧
表
に
し
て
提
示
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ

ブ
〔
〕
○
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(5) (4) (3) (2) (1) No.

金
子
萬
右
衛
門

/j、

川
忠
勝

菅
野
兵
左
衛
門

菅
野
加
右
衛
門

脇
田
直
賢

氏
名

貞
種

漢
某

漢
某

金
如
鉄

本
姓
名

山
海
久
次

久
次

元
森
内
記

如九

鉄兵
衛

通
称
他

毛
利
輝
元
の
捕
虜
４

利
長
召
抱

加
藤
清
正
の
捕
虜
４
大

坂
↓
利
長
召
抱

紀
州
・
浅
野
家
臣
、
亀

田
大
隅
高
綱
に
仕
官
４

高
綱
子
権
兵
衛
に
従
い

加
賀
へ
４
利
常
召
抱

字
喜
多
秀
家
の
捕
虜
↓

秀
家
夫
人
４
芳
春
院
４

利
長 渡

来
の
経
路

七
歳

十
歳

七
歳

年
齢

御
歩
組
・
殺
生
御
用
Ⅱ
餌

指
、
大
坂
陣
に
従
軍

子
息
Ⅱ
御
鷹
匠
組
・
殺
生

・
火
矢
※

高
麗
餌
指

火
矢
方
御
用

（
殺
生
御
用
）

三
箇
国
小
取
次
↓
足
軽
頭

↓
大
小
将
頭
。
算
用
場
奉

行
。
公
事
場
奉
行
・
除
知

奉
行
・
金
沢
町
奉
行

藩
に
お
け
る
官
途

切
米
十
俵

切
米
二
十
六

俵
、
後
町
奉

行
支
配

銀
五
枚
次

男
切
米
三
十

俵
、
承
応
二

百
五
十
石

六
百
石

七
百
石

百
石
４
千
石

（
他
頭
料
二

百
石
） 俸

線

慶
安
５

一
見
永
蝸

正
保
３

明
暦
３

万
治
３

没
年

『
慶
長
十
年
侍
帳
』

『
国
事
雑
抄
』
（
小
川
七

郎
左
衛
門
弟
子
／
豆
腐
）

『
慶
長
十
年
侍
帳
』

『
火
矢
方
小
川
家
由
来
書

等
一
件
』
『
国
事
雑
抄
』

『
可
観
小
説
』

『
諸
士
系
譜
』
『
亀
の
尾

の
記
』

『
家
伝
』

『
脇
田
如
鉄
覚
書
』

他
多
数 参

考
資
料
他





















































一
、
六
世
之
祖
父
北
島
故
彦
三
郎
宗
輝

彦
三
郎
儀
、
寛
文
五
年
亡
父
與
四
兵
衛
為
名
跡
、
絵
方
御
細
工
者
被
召

出
、
幼
少
二
付
五
人
扶
持
被
下
置
候
所
、
同
八
年
御
切
米
三
拾
俵
三
人
扶

持
被
下
之
、
元
禄
六
年
太
鞁
御
役
料
三
人
扶
持
被
下
之
、
都
合
三
拾
俵
六

人
扶
持
被
下
置
候
所
、
享
保
五
年
病
死
仕
候
。

一
、
六
世
之
祖
母
岩
槻
故
與
五
右
衛
門
娘

享
保
十
二
年
病
死
仕
候
。

一
、
五
世
之
祖
父
北
嶋
故
浅
之
進
光
正

大
應
院
様
御
代
、
元
禄
十
六
年
太
鞁
相
兼
絵
方
御
細
工
者
被
召
出
、
御
切

米
弐
拾
俵
被
下
置
、
享
保
五
年
九
月
拾
俵
御
加
増
被
仰
付
、
外
御
役
料

三
人
扶
持
被
下
置
、
元
文
元
年
四
月
拾
俵
御
加
増
被
仰
付
、
都
合
四
拾

俵
三
人
扶
持
被
下
置
候
所
、
宝
暦
十
一
年
十
一
月
病
死
仕
候
。

一
、
五
世
之
祖
母
由
緒
伝
承
不
仕
候

病
死
年
号
等
伝
承
不
仕
候
。

一
、
高
祖
父
北
島
故
彦
右
衛
門
光
繁

彦
右
衛
門
儀
、
実
は
御
鷹
方
日
江
故
万
右
衛
門
養
子
作
大
夫
せ
か
れ
》
一
御

座
候
所
、
延
享
元
年
、

泰
雲
院
様
御
代
、
故
浅
之
進
婿
養
子
奉
願
、
同
二
年
御
細
工
所
御
用
見
習
相

勤
罷
在
候
所
、
宝
暦
四
年
太
鞁
相
兼
絵
方
御
細
工
者
被
召
抱
、
御
切
米

弐
拾
俵
被
下
置
候
所
、
同
十
一
年
故
浅
之
進
数
十
年
御
用
全
ク
相
勤
候
段

被
仰
出
、
御
切
米
弐
拾
俵
被
下
之
、
都
合
四
拾
俵
被
下
置
候
所
、
明
和

五
年
病
死
仕
候
。

一
、
高
祖
母
北
嶋
故
浅
之
進
娘

病
死
年
号
等
伝
承
不
仕
候
。

一
、
曾
祖
父
北
島
故
和
左
衛
門
景
雄

和
左
衛
門
儀
、
実
は
御
細
工
者
奥
津
故
恒
右
衛
門
次
男
二
御
座
候
所
、
彦

右
衛
門
末
期
養
子
奉
願
候
所
、
明
和
六
年
七
月
、

泰
雲
院
様
御
代
、
為
名
跡
絵
方
御
細
工
者
被
召
抱
、
御
切
米
三
拾
五
俵
被

下
置
候
所
、
天
明
八
年
五
月
病
死
仕
候
。

一
、
曾
祖
母
由
緒
伝
承
不
仕
候

病
死
年
号
等
伝
承
不
仕
候
。

一
、
祖
父
北
島
故
儀
左
衛
門
宗
雄

儀
左
衛
門
儀
、
実
は
出
野
故
儀
大
夫
せ
か
れ
｜
一
御
座
候
所
、
天
明
八
年
和

左
衛
門
養
子
奉
願
、

大
梁
院
様
御
代
、
寛
政
二
年
七
月
故
和
左
衛
門
為
名
跡
、
絵
方
御
細
工
者
被

召
抱
、
御
切
米
三
拾
五
俵
被
下
置
候
所
、
文
政
六
年
十
二
月
拾
俵
御
引

足
被
仰
付
、
都
合
四
拾
五
俵
被
下
置
候
所
、
同
十
年
三
月
病
死
仕
候
。

一
、
祖
母
物
頭
並
池
田
故
忠
左
衛
門
娘

忠
左
衛
門
儀
、
御
改
易
被
仰
付
候
後
、
池
田
故
保
左
衛
門
方
厄
介
仕
罷

在
候
所
、
寛
政
五
年
故
儀
左
衛
門
儀
縁
組
奉
願
、
嫁
嬰
仕
候
所
、
天
保
元

年
十
二
月
病
死
仕
候
。

一
、
父
北
島
故
健
三
郎
宗
續

健
三
郎
儀
、
御
細
工
者
北
嶋
故
儀
左
衛
門
次
男
二
御
座
候
所
、

金
龍
院
様
御
代
、
文
政
二
年
十
二
月
絵
方
御
細
工
者
被
召
抱
、
御
宛
行
五

人
扶
持
被
下
置
候
所
、
天
保
元
年
十
二
月
御
切
米
三
拾
五
俵
被
仰
付
、

（
マ
マ
）

誰
今
迄
被
下
置
候
御
扶
持
方
被
指
除
之
、
相
勤
罷
在
候
所
、
嘉
永
五
年
十

二
月
拾
俵
御
引
足
被
仰
付
、
都
合
四
拾
五
俵
被
下
置
候
所
、
安
政
六
年

四
月
病
死
仕
候
。
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I

一
、
い
と
こ
右
同
断
同
良
之
助

一
、
宗
旨
は
一
向
宗
、
寺
は
金
沢
四
丁
木
弐
番
町
圓
長
寺
壇
那
二
御
座
候
。

右
、
私
先
祖
由
緒
井
一
類
附
等
如
斯
御
座
候
。
此
外
、
近
キ
親
類
縁
者
之
続
無

御
座
候
。
以
後
増
減
御
座
候
節
、
書
附
を
以
御
断
可
申
上
候
。
以
上
。

画

明
治
三
年
十
月

北
島
儀
左
衛
門
（
花
押
）

士
族
長
御
中

給
録
高
本
国
高
憲

一
、
三
拾
五
俵
金
沢
出
生
四
十
八
歳
ゞ
シ
ヲ
ウ

北
島
権
八
劉
吉
雄

私
儀
、
実
は
御
細
工
者
北
隅
故
弥
五
郎
ノ
三
男
二
御
座
候
処
、
天
保
八
年

九
月
北
島
故
万
吉
郎
嫡
女
江
末
期
聟
養
子
奉
願
、
同
九
年
十
月
亡
養
父
万

吉
郎
為
名
跡
、
絵
方
御
細
工
者
被
召
抱
、
御
宛
行
三
拾
五
俵
被
下
之
、

相
勤
罷
在
申
候
処
、

基
五
郎
様

豊
之
丞
様
御
幟
御
用
井
御
能
御
用
被
仰
付
、

〔
２
〕
北
嶋
権
八

真
龍
院
様
ヨ
リ
、

中
納
言
様
江
被
進
候
御
能
御
番
組
拾
八
番
前
後
三
拾
六
枚
、
極
彩
色
二
画

多
慶
若
様
御
破
摩
弓
井
御
幟
御
用
被
仰
付
、

同
五
年
、

太
梁
院
様
御
絵
像
御
修
覆
被
仰
付
、
於
宝
円
寺
相
勤
、
文
久
二
年
後
、

初
姫
様
井
方
々
様
御
羽
子
板
御
用
時
々
被
仰
付
、

慶
応
元
年

恰
喜
千
殿
御
破
摩
弓
井
御
幟
御
用
被
仰
付
、
是
迄
御
産
御
用
鍾
埴
御
掛

物
数
度
被
仰
付
、
同
三
年
金
谷
御
殿
ニ
ノ
間
碁
天
井
画
極
彩
色
二
被

仰
付
、
相
勤
申
候
内
、
方
々
様
御
居
間
御
障
子
腰
二
画
極
彩
色
二
被

相
調
候
様
被
仰
渡
、
同
十
四
年
卯
辰
八
幡
宮
御
絵
像
御
修
覆
被
仰
付
、

弘
化
三
年
於
御
次
御
系
譜
御
用
被
仰
付
、

静
之
介
殿

桃
之
介
殿
御
破
摩
弓
井
御
幟
御
用
時
々
相
勤
、
嘉
永
七
年
御
産
御
用
鍾
埴

御
掛
物
画
被
仰
付
、
安
政
元
年

睦
姫
様
御
羽
子
板
御
用
被
仰
付
、
同
三
年
、

仰
付
、
此
外
御
軍
装
□
口
解
御
用
御
平
生
御
用
等
相
勤
罷
在
候
処
、
同

四
年
八
月
晦
日
定
番
御
歩
並
被
仰
付
、
臨
時
絵
細
工
御
用
可
相
勤
旨
、

被
仰
渡
候
得
共
、
眼
気
相
滞
罷
在
候
二
付
、
明
治
元
年
十
二
月
御
断
申
上

候
処
、
同
二
年
正
月
臨
時
御
用
御
免
被
仰
付
、
会
所
御
土
蔵
前
御
番

所
江
御
番
入
被
仰
渡
、
同
三
月
金
谷
御
殿
六
組
御
歩
御
雇
御
供
役
被
仰

渡
、
同
月
晦
日
職
制
御
改
正
二
付
二
等
中
士
被
仰
付
、
同
月
一
同
御
用

済
帝
巽
裏
御
門
御
番
所
江
御
番
入
被
仰
渡
、
同
十
月
御
改
正
二
付
士
族
被

仰
付
、
十
一
月
十
八
日
ヨ
リ
御
番
所
御
城
番
江
御
引
渡
二
相
成
申
候
。
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明
治
三
年

『
写
』

先
祖
由
緒
井
一
類
附
帳

北
島
権
八













’
一
御
座
候
処
、
当
県
士
族
米
山
友
三
養
子
罷
成
居
候
処
、
同
人
隠
居
願
之

通
御
聞
届
、
家
督
相
続
被
命
候
。

一
、
十
世
之
祖
父
米
山
佐
左
衛
門

佐
左
衛
門
儀
、
生
国
高
麗
出
生
之
者
二
御
座
候
処
、
八
九
歳
之
頃
前
田
利

家
代
、
高
麗
陣
之
節
被
連
越
、
其
後
同
利
長
代
、
越
中
高
岡
帝
鉄
砲
之
者

一
一
被
申
付
、
寛
永
之
頃
病
死
仕
候
由
、
承
伝
申
候
。
元
禄
三
年
金
沢
火
事

之
節
、
覚
書
焼
失
仕
候
二
付
、
宛
行
高
井
病
死
年
号
、
伝
承
不
仕
候
。

一
、
十
世
之
祖
母
由
緒
伝
承
不
仕
候

一
、
九
世
之
祖
父
米
山
源
右
衛
門

源
右
衛
門
義
、
米
山
佐
左
衛
門
悴
二
御
座
候
処
、
前
田
利
常
代
、
父
佐
左

衛
門
為
代
、
鉄
砲
之
者
二
被
抱
、
切
米
弐
拾
九
俵
給
、
百
人
之
者
被
申
付
、

相
勤
罷
在
候
処
、
延
宝
八
年
三
月
病
死
仕
候
。

一
、
九
世
之
祖
母
由
緒
伝
承
不
仕
候

一
、
八
世
之
祖
父
米
山
小
左
衛
門

小
左
衛
門
義
、
米
山
源
右
衛
門
悴
二
御
座
候
処
、
前
田
綱
紀
代
、
源
右
衛

門
為
代
、
先
筒
足
軽
二
被
抱
、
切
米
弐
拾
壹
俵
給
、
相
勤
罷
在
候
処
、
正

徳
三
年
三
月
病
死
仕
候
。

一
、
八
世
之
祖
母
前
田
綱
紀
足
軽
箕
輪
故
義
兵
衛
娘

宝
永
三
年
八
月
病
死
仕
候
。

一
、
七
世
之
祖
父
米
山
新
五
右
衛
門

新
五
右
衛
門
義
、
実
は
金
沢
町
浪
人
黒
川
故
五
兵
衛
悴
二
御
座
候
処
、
前

田
綱
紀
足
軽
米
山
小
左
衛
門
娘
聟
養
子
罷
成
、
同
人
為
代
、
前
田
綱
紀
代
、

先
筒
足
軽
被
抱
、
切
米
弐
拾
俵
給
、
相
勤
罷
在
候
処
、
宝
暦
五
年
九
月
病

死
仕
候
。

一
、
七
世
之
祖
母
前
田
綱
紀
足
軽
米
山
故
小
左
衛
門
娘

宝
暦
六
年
七
月
病
死
仕
候
。

一
、
六
世
之
祖
父
米
山
政
右
衛
門

政
右
衛
門
義
、
実
は
越
中
魚
津
材
木
方
足
軽
江
口
故
伊
右
衛
門
悴
二
御
座

候
処
、
米
山
故
新
五
右
衛
門
娘
聟
養
子
罷
成
、
享
保
九
年
前
田
吉
徳
代
、

割
場
付
足
軽
欠
人
為
代
被
抱
、
切
米
試
拾
俵
給
、
相
勤
罷
在
候
処
、
宝
暦

十
二
年
二
月
病
死
仕
候
。

一
、
六
世
之
祖
母
前
田
綱
紀
足
軽
米
山
故
新
五
右
衛
門
娘

宝
暦
十
年
六
月
病
死
仕
候
。

一
、
高
祖
父
米
山
清
蔵

清
蔵
義
、
実
は
前
田
重
教
家
臣
三
輪
故
甚
五
右
衛
門
家
来
来
島
故
瀧
右
衛

門
悴
二
御
座
候
処
、
米
山
故
政
右
衛
門
養
子
罷
成
、
同
人
為
代
、
宝
暦
十

三
年
前
田
重
教
代
被
抱
、
切
米
弐
拾
俵
給
、
相
勤
罷
在
候
処
、
天
明
四
年

八
月
病
死
仕
候
。

一
、
高
祖
母
金
沢
大
工
町
安
田
屋
故
新
九
郎
娘

天
明
五
年
四
月
病
死
仕
候
。

一
、
曾
祖
父
米
山
友
右
衛
門

友
右
衛
門
義
、
実
は
先
筒
足
軽
小
頭
須
賀
故
與
左
衛
門
悴
二
御
座
候
処
、

米
山
故
清
蔵
養
子
罷
成
、
同
人
為
代
、
天
明
四
年
前
田
治
脩
代
被
抱
、
切

米
試
拾
俵
給
、
相
勤
罷
在
候
処
、
数
役
相
勤
、
文
化
十
年
小
頭
役
被
申
付
、

切
米
三
拾
俵
給
、
相
勤
罷
在
候
処
、
文
政
元
年
七
月
病
死
仕
候
。

一
、
曾
祖
母
前
田
齋
廣
足
軽
石
黒
故
善
兵
衛
娘

嘉
永
七
年
四
月
病
死
仕
候
。

一
、
祖
父
米
山
友
二
郎
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兼
々
私
迄
為
申
間
、
達
者
に
調
申
由
に
御
座
候
間
、
地
謡
可
被
仰
付

伺
候
、
以
上
。（

元
禄
六
年
）

四
月
十
四
日

和
田
小
右
衛
門

高
麗
網
張
並
異
国
渡
来
人
之
子
孫
御
尋

高
麗
網
張
市
村
七
兵
衛

右
過
分
之
御
切
米
被
下
置
候
虚
、
何
之
御
用
等
無
御
座
、
迷
惑
奉
存
候
。
数
年

謡
を
数
寄
調
申
候
間
、
責
而
御
奉
公
に
、
御
能
の
刻
地
謡
相
勤
申
度
奉
存
候
旨
、

兼
々
私
迄
為
申
間
、
達
者
に
調
申
由
に
御
座
候
間
、
地
謡
可
被
仰
付
候
哉
、
奉

御
網
張
市
村
七
兵
衛

此
者
近
年
御
殺
生
御
用
茂
無
御
座
候
虚
、
御
扶
持
被
下
置
難
在
仕
合
奉
存
候
。

先
年
御
能
地
謡
奉
願
被
仰
付
、
則
諸
橋
喜
太
夫
弟
子
罷
成
、
相
勤
申
候
。
今
般

江
戸
江
罷
越
御
能
相
勤
、
又
は
稽
古
を
も
仕
度
之
旨
奉
願
候
付
、
書
記
上
之
申

候
、
以
上
。

（
元
禄
八
年
）

六
月
晦
日
三
輪
七
左
衛
門

佐
藤
勘
兵
衛

多
賀
信
濃
殿

玉
井
勘
解
由
殿

年
中
御
切
米
高

一
、
二
十
六
俵

【
４
】
国
事
雑
抄

覚

高
麗
網
張
金
子
萬
右
衛
門

高
麗
網
張
様
之
儀
、
並
市
村
七
兵
衛
先
祖
並
之
者
共
儀
、
夫
々
相
尋
候
趣
左
に

記
上
之
申
候
。

一
、
網
之
張
様
並
仕
立
様
共
に
、
当
時
世
間
に
取
扱
候
通
に
相
替
品
無
御
座
候

由
、
右
七
兵
衛
申
候
。

一
、
七
兵
衛
曾
祖
父
市
村
故
清
六
儀
、
高
麗
者
に
御
座
候
虚
、
右
御
陣
之
刻
檎

に
罷
成
候
。
瑞
龍
院
様
御
代
被
召
出
、
殺
生
御
用
被
仰
付
置
候
虚
、
病
死
仕

候
。
右
御
切
米
之
員
数
、
並
死
去
仕
候
年
号
等
不
相
知
由
申
候
。
祖
父
市
村

故
十
右
衛
門
儀
、
清
六
為
跡
目
被
召
出
、
御
切
米
十
三
俵
余
被
下
置
、
殺
生

御
用
被
仰
付
候
虚
、
寛
永
二
十
年
病
死
仕
候
。
右
為
跡
目
父
十
右
衛
門
儀
、

微
妙
院
様
御
代
被
召
出
祖
父
十
右
衛
門
に
被
下
置
候
御
切
米
之
通
拝
領
仕
、

御
鷹
匠
組
に
被
仰
付
、
殺
生
御
用
相
勤
、
御
鷹
野
御
供
に
も
罷
出
申
候
。
其

以
後
小
川
故
七
郎
左
衛
門
弟
子
に
被
仰
付
、
火
矢
稽
古
仕
、
両
品
共
之
御
用

相
勤
申
候
盧
、
延
宝
二
年
病
死
仕
候
。
当
七
兵
衛
儀
、
父
十
右
衛
門
為
跡
巨

被
召
出
、
父
に
被
下
置
候
御
切
米
之
通
致
拝
領
、
御
鷹
匠
組
に
被
仰
付
、
殺

生
御
用
相
勤
、
御
鷹
野
御
供
に
も
度
々
罷
出
申
候
。
先
年
此
者
之
並
、
刀
を

右
去
月
晦
日
病
死
仕
候
に
付
、
御
案
内
申
上
候
、
以
上
。

寅
六
月
二
日

（
元
禄
十
一
年
）

横
山
左
衛
門
殿

前
田
対
馬
殿

奥
村
壱
岐
殿

村
井
出
雲
殿

前
田
備
前
殿

三
輪
七
左
衛
門

前
田
清
八
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御
座
候
両
江
戸
御
供
な
ど
難
相
勤
由
申
達
候
得
者
、
追
而
気
色
も
快
、
押

立
御
用
も
可
相
勤
躰
之
節
、
魚
議
も
可
仕
旨
に
壺
御
扶
持
方
拝
領
不
仕
候

由
申
候
。
故
孫
三
郎
儀
、
町
奉
行
支
配
之
者
に
両
御
座
候
由
申
候
。
当
孫
三

郎
儀
、
町
人
に
而
縫
針
細
工
仕
候
。
御
武
具
・
馬
具
等
之
御
用
相
勤
申
候
。

稜
多
細
工
は
不
仕
候
。
殺
生
網
仕
立
様
は
、
覚
不
申
由
に
御
座
候
。
家
名
高

麗
屋
与
申
候
。

右
之
通
に
御
座
候
。
以
上
。

（
宝
永
三
年
）

九
月
二
日

小
塚
八
右
衛
門

前
田
兵
右
衛
門

高
麗
者
之
儀
御
尋
に
付
書
上
申
候
虚
、
重
而
御
尋
之
趣
一
々
奉
承
知
、
其
品
左

に
記
上
之
申
候
。

一
、
私
共
紙
面
之
通
に
御
座
候
へ
者
、
高
麗
者
六
人
与
被
為
思
召
候
。
右
六
人

之
外
御
扶
持
被
下
置
候
者
、
子
孫
に
罷
成
断
絶
仕
者
等
有
無
之
儀
、
町
中
相

尋
候
虚
、
分
明
に
相
知
不
申
候
。
侍
中
先
祖
高
麗
者
有
無
之
儀
、
私
共
手
前

に
而
難
相
知
御
座
候
。

一
、
御
徒
並
に
被
仰
付
置
候
者
共
、
刀
指
申
儀
相
止
候
者
如
何
様
之
儀
に
候
哉

之
旨
、
市
村
七
兵
衛
等
江
相
尋
候
虚
、
最
前
御
鷹
匠
組
之
時
分
よ
り
、
七
兵

衛
並
金
子
故
萬
右
衛
門
儀
、
勝
手
為
助
成
豆
腐
商
売
仕
候
虚
、
此
品
指
止
候

儀
者
罷
成
間
敷
候
哉
与
、
御
鷹
匠
小
頭
大
平
故
源
右
衛
門
・
丹
羽
故
惣
兵
衛

申
聞
候
へ
共
、
被
下
置
候
御
切
米
之
通
に
両
は
、
勝
手
続
兼
申
候
故
、
此
商

売
難
差
止
旨
申
達
候
虚
、
左
候
へ
者
町
人
之
准
所
作
申
儀
に
候
問
、
刀
指
申

事
不
罷
成
由
之
念
議
に
両
其
瑚
よ
り
町
奉
行
支
配
に
罷
成
、
今
以
右
商
売

仕
候
由
申
候
。
地
調
茂
相
勤
申
候
。

一
、
先
々
孫
三
郎
御
扶
持
方
不
被
下
候
由
、
其
間
は
何
様
之
所
作
仕
、
身
命
相

続
候
哉
之
儀
、
当
孫
三
郎
江
相
尋
候
虚
、
先
々
孫
三
郎
儀
、
高
麗
よ
り
金
子

先
萬
右
衛
門
与
一
所
に
罷
越
、
京
都
に
居
住
仕
、
武
具
・
馬
具
等
之
細
工
仕

候
虚
、
御
上
洛
之
時
分
、
小
幡
先
々
宮
内
申
聞
候
は
、
御
国
江
罷
越
細
工
仕

可
然
旨
に
付
、
任
其
旨
、
翌
年
御
当
地
へ
罷
越
、
右
細
工
に
両
渡
世
仕
候
様

に
承
及
候
由
申
候
。

一
、
春
田
勤
助
祖
父
成
瀬
小
八
郎
与
申
者
、
高
麗
御
陣
之
節
檎
之
者
に
御
座
候

虚
、
瑞
龍
院
様
御
代
被
召
出
、
御
扶
持
方
被
下
置
候
。
小
八
郎
病
死
仕
候
以

後
、
彼
者
せ
が
れ
成
瀬
勘
右
衛
門
与
申
者
に
、
御
扶
持
方
被
下
置
候
虚
、
寛

永
十
六
年
病
死
仕
候
。
其
瑚
動
助
儀
幼
少
に
両
、
委
細
之
儀
覚
不
申
故
、
小

八
郎
儀
何
れ
之
手
に
而
檎
に
罷
成
候
哉
、
且
又
小
八
郎
・
勘
右
衛
門
共
に
御

扶
持
方
員
数
、
並
何
組
に
而
御
奉
公
相
勤
候
哉
之
儀
も
相
知
不
申
候
。
動
助

儀
父
死
去
以
後
、
春
田
十
兵
衛
与
申
者
之
聟
養
子
に
罷
成
候
由
申
候
。

一
、
氷
天
齋
与
申
者
、
高
麗
御
陣
之
節
彼
地
よ
り
罷
越
候
。
其
以
後
御
当
地
江

罷
越
、
七
右
衛
門
与
名
を
改
、
町
人
に
両
豆
腐
商
売
仕
候
虚
、
寛
永
二
年
病

死
仕
候
。
此
者
養
子
蒔
絵
師
西
村
次
郎
右
衛
門
与
申
者
、
御
用
之
蒔
絵
細
工

仕
候
付
、
微
妙
院
様
御
代
、
四
人
扶
持
外
御
米
百
俵
被
下
置
候
。
寛
永
二
十

年
病
死
仕
候
。
次
郎
右
衛
門
せ
が
れ
次
郎
右
衛
門
儀
、
十
三
歳
之
時
父
次
郎

右
衛
門
死
去
仕
候
付
、
せ
が
れ
次
郎
右
衛
門
江
御
扶
持
方
等
不
被
下
置
候
。

此
者
儀
も
天
和
年
中
病
死
仕
候
。
先
次
郎
右
衛
門
子
共
之
内
、
塗
師
七
右
衛

門
与
申
者
存
命
に
而
当
町
に
罷
在
候
。
氷
天
齋
儀
高
麗
御
陣
之
節
檎
之
者
に

御
座
候
哉
、
先
次
郎
右
衛
門
儀
何
組
に
両
御
用
相
勤
候
哉
、
委
細
相
知
不
申

候
。

一
、
名
倉
不
乱
与
申
外
科
、
異
国
者
之
由
に
御
座
候
へ
共
、
高
麗
よ
り
檎
之
者
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小
川
家
火
術
指
南
之
事

小
川
家
火
術
之
儀
は
、
先
年
よ
り
御
様
子
有
之
他
家
へ
不
致
指
南
候
虚
、
近
年

海
辺
御
手
当
方
格
別
御
詮
議
有
之
御
時
節
に
付
、
入
門
之
人
々
有
之
候
は
ｙ
致

相
伝
候
様
、
群
吾
郎
等
江
被
仰
出
置
候
。
依
而
御
家
中
等
入
門
い
た
し
候
儀
不

苦
候
条
、
此
段
一
統
へ
寄
々
可
申
談
旨
被
仰
出
候
事
。

（
嘉
永
六
年
）

八
月

延
宝
三
年
よ
り
原
田
代
御
歩
横
目

斎
藤
四
郎
兵
衛

同
五
年
よ
り
斎
藤
代
御
歩
横
目

東
郷
又
八

同
六
年
よ
り
東
江
代
御
歩
横
目

副
田
権
六

右
副
田
権
六
元
禄
七
年
役
替
被
仰
付
、
以
後
代
り
人
被
仰
付
間
敬
段
村
井
出

雲
殿
被
仰
渡
候
付
、
其
後
よ
り
火
矢
方
御
細
工
人
之
内
両
人
充
仮
横
目
に
奉

願
来
候
虚
、
御
細
工
人
友
山
次
右
衛
門
と
申
者
一
人
役
に
て
相
勤
候
節
、
御

様
子
御
座
候
て
天
明
元
年
横
目
被
指
除
。
其
節
之
御
奉
行
衆
津
田
林
左
衛
門

殿
・
土
方
勘
左
衛
門
殿
仰
談
に
て
、
以
後
横
目
役
願
申
間
敷
段
被
仰
渡
候
に

付
、
其
後
は
不
奉
願
候
。

一
、
寛
政
三
年
小
川
七
太
夫
自
害
仕
相
果
候
に
付
、
小
川
久
太
夫
一
人
役
故
横

目
奉
願
候
盧
、
御
細
工
人
吉
田
宇
兵
衛
・
河
村
彦
左
衛
門
両
人
仮
横
目
被
仰

付
、
宇
兵
衛
病
死
後
は
代
人
願
上
不
申
故
、
当
時
彦
左
衛
門
一
人
役
に
て
相

勤
罷
在
申
候
、
以
上
。

三
月

小
川
友
作

小
川
兵
左
衛
門

朝
鮮
本
呂
氏
郷
約
之
事

高
麗
網
張
金
子
萬
右
衛
門
細
工
場
地
面
被
下
事金

子
萬
右
衛
門

右
萬
右
衛
門
儀
、
最
前
御
鷹
匠
組
に
て
居
屋
敵
九
十
歩
被
下
、
御
殺
生
御
用
並

網
綱
等
裁
許
仕
候
。
職
人
共
召
集
、
萬
右
衛
門
宅
に
て
諸
色
申
付
候
故
、
家
内

せ
ば
く
御
用
難
勤
、
寛
文
十
一
年
大
平
源
右
衛
門
・
清
水
伝
兵
衛
へ
相
断
、
御

年
寄
衆
へ
相
達
候
虚
、
幸
屋
鋪
続
に
六
十
三
歩
余
請
地
有
之
、
其
魔
に
古
材
木

を
以
網
綱
干
繕
等
仕
御
細
工
所
被
仰
付
被
下
、
今
以
御
鷹
匠
小
頭
よ
り
、
右
御

用
申
渡
相
勤
申
候
。
右
之
通
御
用
地
に
罷
成
候
に
付
、
寛
文
十
一
年
よ
り
六
十

三
歩
余
屋
鋪
地
子
銀
差
上
不
申
候
、
以
上
。

（
元
禄
九
年
）

十
月
二
十
五
日

前
田
清
八

前
月
九
日
之
紙
面
到
来
令
披
見
候
。
’

一
、
朝
鮮
本
之
内
、
呂
氏
郷
約
一
冊
反
古
の
内
に
在
之
、
損
申
物
に
在
之
候
へ

共
、
害
躰
和
版
に
在
之
候
と
は
違
申
に
付
、
山
本
源
右
衛
門
へ
普
通
之
序
に

為
見
被
申
候
へ
ば
、
入
御
覧
、
永
御
留
置
被
遊
候
旨
。
且
又
嵯
峨
よ
り
到
来

之
紅
楓
三
葉
、
源
右
衛
門
へ
被
相
送
候
虚
、
是
も
入
御
覧
、
段
々
結
描
成
被

仰
出
候
旨
、
源
右
衛
門
よ
り
奉
書
紙
面
差
越
候
由
。
則
源
右
衛
門
紙
面
写
被

指
越
、
委
曲
令
承
知
、
ｌ

（
享
保
三
年
）

十
一
月
四
日

金
森
内
匠
判

山
崎
主
税
判

竹
田
権
兵
衛
殿

三
輪
七
左
衛
門
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一
、
吾
国
に
朝
鮮
本
残
訣
の
伝
る
所
以

（
マ
マ
）

吾
国
に
朝
鮮
本
の
書
籍
、
多
く
残
鉄
し
て
遣
る
ゆ
ゑ
ん
は
、
壬
申
の
役
に
加

藤
清
正
、
大
船
三
艘
に
積
て
肥
後
州
へ
伝
致
せ
る
に
因
て
也
・
其
故
は
甲
州

（
マ
マ
）

武
内
晴
信
の
医
師
に
、
板
垣
法
印
と
い
ふ
あ
り
。
晴
信
死
し
、
勝
頼
敗
亡
の

後
板
垣
氏
、
清
正
に
奉
仕
し
籠
幸
を
得
て
、
禄
千
石
を
食
て
肥
後
に
あ
り
け

り
。
朝
鮮
の
役
方
に
起
る
に
及
て
、
情
正
勇
板
垣
に
語
て
日
。
某
三
軍
の
司

命
と
成
て
海
外
に
赴
く
。
生
て
本
国
に
還
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
異
域
の
鬼

と
成
く
し
。
生
前
に
於
て
一
の
遺
念
あ
り
。
女
子
三
輩
あ
り
て
皆
幼
種
な
り
。

そ
の
お
ひ
立
の
い
か
な
ら
ん
事
を
不
知
は
、
是
の
み
不
便
あ
り
。
此
三
女
子

を
以
て
其
方
へ
委
ね
置
な
り
。
只
疾
病
の
為
の
み
な
ら
ず
、
死
生
に
預
る
の

大
事
あ
り
と
も
、
我
子
と
存
じ
養
育
す
べ
し
と
、
か
た
く
申
残
せ
り
。
籾
又

云
。
三
女
子
の
死
生
を
以
て
、
其
方
へ
委
ね
置
事
、
莫
大
の
恩
と
思
ふ
也
・

然
れ
ば
何
に
て
も
所
望
の
事
は
可
相
叶
也
、
可
申
間
と
な
り
。
板
垣
い
ふ
は

何
の
恩
酬
を
か
望
可
申
候
や
。
錐
然
命
の
辱
を
徒
に
す
べ
き
に
非
ず
。
某
聞

く
、
朝
鮮
は
文
籍
の
国
な
り
と
。
吾
国
久
敷
戦
闘
の
地
と
な
り
て
、
文
書
散

乱
し
学
者
書
に
乏
し
・
朝
鮮
に
て
書
籍
を
獲
ら
れ
な
ば
、
某
へ
賜
る
べ
し
や

と
答
ふ
。
清
正
許
諾
せ
り
。
然
る
に
彼
土
晋
州
の
城
は
、
国
の
東
南
に
て
、

西
北
の
冠
害
を
避
て
、
嘗
て
文
籍
の
類
は
皆
此
城
中
に
納
ぬ
。
吾
兵
先
づ
晋

州
を
陥
れ
て
城
に
火
を
発
し
ぬ
。
時
に
庫
倉
の
多
く
あ
る
を
見
て
清
正
怪
之
、

士
卒
を
し
て
破
り
み
せ
し
め
ぬ
れ
ば
文
庫
な
り
。
清
正
衆
を
戒
て
焚
掠
を
止

【
５
】
可
観
小
説

。
『
国
事
雑
抄
』
（
加
賀
能
登
郷
土
図
書
叢
刊
）
に
よ
っ
て
示
し
た
。

一
、
前
田
直
之
火
器
稽
古
を
令
停
ら
る

寛
文
。
延
宝
の
間
、
金
沢
に
小
川
権
右
衛
門
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
高
麗
流
と

い
ふ
鉄
炮
の
術
を
教
へ
、
火
箭
等
の
火
器
妙
芸
を
蓋
せ
り
。
例
年
執
政
官
の

指
図
に
て
、
宮
腰
っ
ご
き
の
海
浜
に
て
、
其
芸
を
学
習
い
た
し
候
・
或
年
宮

腰
に
て
は
、
御
城
へ
近
く
響
候
て
あ
し
く
候
に
付
、
本
吉
浦
に
て
稽
古
申
渡

候
（
権
右
衛
門
外
小
川
七
丞
・
小
川
茂
右
衛
門
。
足
軽
に
高
波
源
八
・
此
四

人
也
）
・
小
松
御
城
代
前
田
三
左
衛
門
直
之
、
於
小
松
此
由
を
伝
聞
て
、
学

習
の
者
共
を
抑
へ
置
き
、
使
番
等
を
出
し
、
小
松
城
下
よ
り
指
図
無
之
内
は

不
可
打
候
。
若
推
て
大
箭
等
挙
候
も
の
有
之
候
は
Ｆ
、
捕
候
様
に
被
申
付
候
。

其
趣
段
々
金
沢
年
寄
中
へ
相
聞
候
に
付
、
年
寄
中
よ
り
早
使
を
以
て
、
先
達

て
不
及
案
内
候
儀
不
念
の
至
に
候
。
拙
子
共
承
届
候
て
、
為
致
稽
古
候
儀
無

紛
候
ｏ
御
聞
届
候
て
稽
古
仕
候
様
に
い
た
し
度
存
候
旨
被
申
遣
候
所
、
拙
子

年
老
候
て
藁
を
結
た
る
様
に
罷
成
候
共
、
い
ま
だ
御
城
代
は
相
勤
罷
在
候
。

か
様
の
儀
不
及
御
沙
汰
候
て
は
、
以
来
小
松
城
下
騒
動
に
罷
成
儀
も
可
有
之

候
。
兼
て
其
心
得
有
之
様
に
と
被
致
返
答
候
。

め
し
め
、
車
数
十
輔
に
載
て
海
に
至
ら
し
め
、
終
に
肥
後
州
へ
逓
致
し
て
板

垣
氏
に
授
け
ぬ
。
是
故
其
書
脱
落
多
し
。
法
印
死
し
、
其
子
も
清
正
父
子
へ

奉
仕
す
。
然
に
其
子
罪
を
得
て
、
家
財
を
没
入
せ
ら
る
。
孫
あ
り
て
友
閑
と

称
し
、
小
笠
原
遠
江
守
に
仕
て
、
法
印
が
血
脈
を
伝
ふ
。
此
友
閑
書
籍
若
干

を
納
置
ぬ
。
其
余
没
入
の
書
は
、
肥
後
侯
二
代
に
て
国
除
か
れ
し
時
、
唐
本

屋
清
兵
衛
が
祖
父
玉
芝
と
い
へ
る
も
の
、
肥
後
へ
赴
き
不
残
買
取
て
、
京
師

及
東
都
へ
携
来
り
、
頗
る
諸
家
の
文
庫
に
入
ぬ
。
（
木
下
順
庵
の
話
白
石
伝
）
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